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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つのネットワークを通して、少なくとも１人の購入者と少なくとも１人の
販売者との間の少なくとも１つの購入を、少なくとも１人の中間者によって促進させるコ
ンピュータ化された方法において、
　前記少なくとも１人の中間者の少なくとも１つのコンピュータが、前記少なくとも１人
の購入者からの個人情報を表しているデータを記憶することと、
　前記少なくとも１人の中間者の前記少なくとも１つのコンピュータが、前記個人情報を
利用して、少なくとも１つのアカウント識別子とエリアス情報とを、前記少なくとも１人
の購入者の少なくとも１つのアカウントに割り当てることと、
　前記少なくとも１人の販売者が前記少なくとも１人の購入者の前記個人情報を取得しな
いように、前記少なくとも１人の購入者が、前記少なくとも１人の販売者からの前記少な
くとも１つの購入に対して、前記少なくとも１つのネットワークを通して、前記少なくと
も１つのアカウント識別子と前記エリアス情報とを使用して、信号を用いる支払いを処理
できるようにすることと、
　前記少なくとも１人の購入者が前記少なくとも１つのアカウント識別子を利用して、前
記少なくとも１つの購入を行う場合、前記少なくとも１人の中間者の前記少なくとも１つ
のコンピュータが、前記少なくとも１つのアカウント識別子を使用することに対する少な
くとも１つの報酬を前記少なくとも１人の購入者にクレジットすることとを含み、
　前記エリアス情報は、少なくとも１つのエリアス名前および／または少なくとも１つの
エリアスアドレスを含み、
　前記少なくとも１つのアカウント識別子および前記エリアス情報は、前記少なくとも１
人の購入者の前記個人情報を含まず、
　前記少なくとも１つのアカウント識別子は、前記少なくとも１人の販売者が、前記少な
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くとも１つの販売者の既存の支払いプロセスを使用して、前記少なくとも１つの購入を完
了することを可能にする方法。
【請求項２】
　前記少なくとも１つのアカウント識別子は、前記少なくとも１つのコンピュータによっ
て、少なくとも１つの普通預金アカウントおよび／または少なくとも１つの当座預金アカ
ウントと関連付けられる請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記少なくとも１つのアカウント識別子は、前記少なくとも１つのコンピュータによっ
て、少なくとも１つのクレジットアカウントと関連付けられる請求項１記載の方法。
【請求項４】
　前記少なくとも１つのクレジットアカウントは、少なくとも１つのラインオブクレジッ
トおよび／または少なくとも１つのクレジットカードである請求項３記載の方法。
【請求項５】
　前記少なくとも１人の購入者がクレジットを利用して前記少なくとも１つの購入を行う
場合、現金を利用することに対する少なくとも１つの報酬とは異なる少なくとも１つの報
酬が、前記少なくとも１つのコンピュータによってクレジットされる請求項１記載の方法
。
【請求項６】
　前記少なくとも１つのコンピュータが、少なくとも１つの配送エンティティに対して、
前記少なくとも１人の購入者の前記個人情報を購入情報と関連付ける情報を送る、および
／または、利用可能にすることと、
　前記少なくとも１つのコンピュータが、前記少なくとも１つの配送エンティティに対し
て、何らかの購入されたアイテムおよび／または関連文書を送る、および／または、利用
可能にするように、前記少なくとも１人の販売者に要求することと、
　前記購入情報を前記少なくとも１人の購入者の前記個人情報と照合して、何らかの購入
されたアイテムおよび／または関連文書を配送および／または利用可能にするために要求
される個人情報を取得することによって、前記少なくとも１人の購入者に対して、何らか
の購入されたアイテムおよび／または関連文書を配送および／または利用可能にするよう
に、前記少なくとも１つのコンピュータが前記少なくとも１つの配送エンティティに要求
することをさらに含む請求項１記載の方法。
【請求項７】
　前記少なくとも１つの報酬は、前記少なくとも１つの購入に対するディスカウントであ
る請求項１記載の方法。
【請求項８】
　前記少なくとも１つのコンピュータが、前記少なくとも１つの購入の確認を受け取るこ
とと、
　前記少なくとも１つのコンピュータが、前記少なくとも１人の購入者に対して、前記確
認を転送および／または利用可能にすることをさらに含む請求項１記載の方法。
【請求項９】
　前記少なくとも１人の購入者は、前記個人情報を提供するように前記少なくとも１つの
コンピュータによって一度だけ要求されるが、前記少なくとも１つのアカウント識別子を
複数回利用することが許容される請求項１記載の方法。
【請求項１０】
　前記個人情報は、
　名前情報、
　アドレス情報、
　ｅメールアドレス情報、
　電話番号情報、または、
　金融情報、または、
　これらのものを任意に組み合わせたものを含む請求項１記載の方法。
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【請求項１１】
　前記少なくとも１つのアカウント識別子に関係するパスワード情報を入力するように、
前記少なくとも１人の購入者に要求することをさらに含む請求項１記載の方法。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つのコンピュータは、前記少なくとも１つの購入に対して、前記少な
くとも１人の購入者が現金またはクレジットを使用することを選択することを可能にする
ことをさらに含む請求項１記載の方法。
【請求項１３】
　前記購入情報は、前記少なくとも１つのアカウント識別子を含む請求項６記載の方法。
【請求項１４】
　少なくとも１つの購入物および／または何らかの関連文書が、前記少なくとも１人の販
売者から前記少なくとも１人の購入者に対して直接的に利用可能にされる請求項１記載の
方法。
【請求項１５】
　前記少なくとも１人の購入者は、前記少なくとも１人の販売者に個人情報を提供するこ
とを選択することができる請求項１記載の方法。
【請求項１６】
　前記少なくとも１人の購入者は、前記少なくとも１つのアカウント識別子を使用し、少
なくとも第１の通信チャネルを用いて、前記少なくとも１人の販売者から前記少なくとも
１つの購入を行い、
　前記少なくとも１つの購入に対する前記少なくとも１人の購入者からの認証が、少なく
とも第２の通信チャネルを用いて要求される請求項１記載の方法。
【請求項１７】
　少なくとも１人の販売者のウェブサイト上の少なくとも１つの既存の支払い方法が、前
記少なくとも１つのアカウント識別子を受け入れるために使用される請求項１記載の方法
。
【請求項１８】
　少なくとも１つのネットワークを通して、少なくとも１人の購入者と少なくとも１人の
販売者との間の少なくとも１つの購入を促進させるコンピュータ化されたシステムにおい
て、
　前記少なくとも１人の購入者からの個人情報を表しているデータを記憶することと、
　前記個人情報を利用して、少なくとも１つのアカウント識別子とエリアス情報とを、前
記少なくとも１人の購入者の少なくとも１つのアカウントに割り当てることと、
　前記少なくとも１人の販売者が前記少なくとも１人の購入者の前記個人情報を取得しな
いように、前記少なくとも１人の購入者が、前記少なくとも１人の販売者からの前記少な
くとも１つの購入に対して、前記少なくとも１つのネットワークを通して、前記少なくと
も１つのアカウント識別子と前記エリアス情報とを使用して、信号を用いる支払いを処理
できるようにすることと、
　前記少なくとも１人の購入者が前記少なくとも１つのアカウント識別子を利用して前記
少なくとも１つの購入を行う場合、前記少なくとも１つのアカウント識別子を使用するこ
とに対する少なくとも１つの報酬を前記少なくとも１人の購入者にクレジットすることと
のために構成されている少なくとも１つのアプリケーションを備えている少なくとも１つ
のコンピュータを具備し、
　前記エリアス情報は、少なくとも１つのエリアス名前および／または少なくとも１つの
エリアスアドレスを含み、
　前記少なくとも１つのアカウント識別子は、前記少なくとも１人の購入者の前記個人情
報を含まず、
　前記少なくとも１つのアカウント識別子は、前記少なくとも１人の販売者が、前記少な
くとも１人の販売者の既存の支払いプロセスを使用して、前記少なくとも１つの購入を完
了することを可能にするコンピュータ化されたシステム。
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【請求項１９】
　前記少なくとも１つのアカウント識別子は、少なくとも１つの普通預金アカウントおよ
び／または少なくとも１つの当座預金アカウントと関連付けられる請求項１８記載のシス
テム。
【請求項２０】
　前記少なくとも１つのアカウント識別子は、少なくとも１つのクレジットアカウントに
関連付けられる請求項１８記載のシステム。
【請求項２１】
　前記少なくとも１つのクレジットアカウントは、少なくとも１つのラインオブクレジッ
トおよび／または少なくとも１つのクレジットカードである請求項２０記載のシステム。
【請求項２２】
　前記少なくとも１人の購入者がクレジットを利用して、前記少なくとも１つの購入を行
う場合に、現金を利用することに対する少なくとも１つの報酬とは異なる少なくとも１つ
の報酬がクレジットされる請求項１８記載のシステム。
【請求項２３】
　前記少なくとも１つのアプリケーションは、
　少なくとも１つの配送エンティティに対して、前記少なくとも１人の購入者の個人情報
を購入情報と関連付ける情報を送る、および／または、利用可能にすることと、
　前記少なくとも１つの配送エンティティに対して、何らかの購入されたアイテムおよび
／または関連文書を送る、および／または、利用可能にするように、前記少なくとも１人
の販売者に要求することと、
　前記購入情報を前記少なくとも１人の購入者の前記個人情報と照合して、何らかの購入
されたアイテムおよび／または関連文書を配送および／または利用可能にするために要求
される個人情報を取得することによって、前記少なくとも１人の購入者に対して、何らか
の購入されたアイテムおよび／または関連文書を配送および／または利用可能にするよう
に、前記少なくとも１つの配送エンティティに要求することとのために構成されている請
求項１８記載のシステム。
【請求項２４】
　前記少なくとも１つの報酬は、前記購入に対するディスカウントである請求項１８記載
のシステム。
【請求項２５】
　前記少なくとも１つのアプリケーションは、
　前記少なくとも１つの購入の確認を受け取ることと、
　前記少なくとも１人の購入者に対して、前記確認を転送および／または利用可能にする
ことのために構成されている請求項１８記載のシステム。
【請求項２６】
　前記少なくとも１人の購入者は、前記個人情報を提供するように一度だけ要求されるが
、前記少なくとも１つのアカウント識別子を複数回利用することが許容される請求項１８
記載のシステム。
【請求項２７】
　前記個人情報は、
　名前情報、
　アドレス情報、
　ｅメールアドレス情報、
　電話番号情報、または、
　金融情報、または、
　これらのものを任意に組み合わせたものを含む請求項１８記載のシステム。
【請求項２８】
　前記少なくとも１つのアプリケーションは、前記少なくとも１つのアカウント識別子に
関係するパスワード情報を入力するように、前記少なくとも１人の購入者に要求すること
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とのためにも構成されている請求項１８記載のシステム。
【請求項２９】
　前記少なくとも１つのアプリケーションは、前記少なくとも１つの購入に対して、前記
少なくとも１人の購入者が現金またはクレジットを選択することを可能にすることのため
にさらに構成されている請求項１８記載のシステム。
【請求項３０】
　前記購入情報は、前記少なくとも１つのアカウント識別子を含む請求項２３記載のシス
テム。
【請求項３１】
　少なくとも１つの購入物および／または何らかの関連文書が、前記少なくとも１人の販
売者から前記少なくとも１人の購入者に対して直接的に利用可能にされる請求項１８記載
のシステム。
【請求項３２】
　前記少なくとも１人の購入者は、前記少なくとも１人の販売者に個人情報を提供するこ
とを選択することができる請求項１８記載のシステム。
【請求項３３】
　前記少なくとも１つのアプリケーションは、
　少なくとも第１の通信チャネルを用いて、前記少なくとも１人の販売者から前記少なく
とも１つの購入を行うように、前記少なくとも１つのアカウント識別子を使用する前記少
なくとも１人の購入者に促すことと、
　少なくとも第２の通信チャネルを用いて、前記少なくとも１つの購入に対する前記少な
くとも１つの購入者からの認証を要求することとのためにも構成されている請求項１８記
載のシステム。
【請求項３４】
　少なくとも１人の販売者のウェブサイト上の少なくとも１つの既存の支払い方法が、前
記少なくとも１つのアカウント識別子を受け入れるために使用される請求項１８記載のシ
ステム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　さらに、本開示の要約書の目的は、特許あるいは法律用語または表現に精通していない
一般者、ならびに、特に、科学者、エンジニア、および技術的熟練者、ならびに、米国特
許商標庁が、本願の技術的開示の本質および特質を大まかな検証から迅速に判別すること
を可能にすることである。さらに、本開示の要約書は、いずれにしても、本発明の範囲と
して限定することを意図していない。最後に、「ミーンズフォー」または「ステップフォ
ー」という表現の文言を含む請求項の要素のみが３５Ｕ．Ｓ．Ｃ．１１２条第６パラグラ
フのもとで解釈されることが出願人の意図である。「ミーンズフォー」または「ステップ
フォー」というフレーズを明示的に含まない請求項の要素は、３５Ｕ．Ｓ．Ｃ．１１２条
第６パラグラフの条文のもとで解釈されるべきではない。
以下に、本願出願時の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
　〔１〕少なくとも１つのネットワークを通して、少なくとも１人の購入者と少なくとも
１人の販売者との間の少なくとも１つの購入を促進させるコンピュータ化された方法にお
いて、
　少なくとも１つのコンピュータが、前記少なくとも１人の購入者からの個人情報を表し
ている信号を記憶することと、
　前記少なくとも１つのコンピュータが、前記個人情報を利用して、少なくとも１つのア
カウント識別子を前記少なくとも１人の購入者に割り当てることと、
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　前記少なくとも１人の販売者が前記少なくとも１人の購入者の前記個人情報を取得しな
いように、前記少なくとも１人の購入者が、前記少なくとも１人の販売者からの前記少な
くとも１つの購入に対して、前記少なくとも１つのネットワークを通して、前記少なくと
も１つのアカウント識別子を使用して、信号を用いる支払いを処理できるように前記少な
くとも１つのコンピュータがすることと、
　前記少なくとも１人の購入者が前記少なくとも１つのアカウント識別子を利用して、前
記少なくとも１つの購入を行う場合、前記少なくとも１つのコンピュータが、前記少なく
とも１つのアカウント識別子を使用することに対する少なくとも１つの報酬を前記少なく
とも１人の購入者にクレジットすることとを含み、
　前記少なくとも１つのアカウント識別子は、前記少なくとも１人の購入者の前記個人情
報を含まないコンピュータ化された方法。
　〔２〕前記少なくとも１つのアカウント識別子は、前記少なくとも１つのコンピュータ
によって、少なくとも１つの普通預金アカウントおよび／または少なくとも１つの当座預
金アカウントと関連付けられる〔１〕記載の方法。
　〔３〕前記少なくとも１つのアカウント識別子は、前記少なくとも１つのコンピュータ
によって、少なくとも１つのクレジットアカウントと関連付けられる〔１〕記載の方法。
　〔４〕前記少なくとも１つのクレジットアカウントは、少なくとも１つのラインオブク
レジットおよび／または少なくとも１つのクレジットカードである〔３〕記載の方法。
　〔５〕前記少なくとも１人の購入者がクレジットを利用して前記少なくとも１つの購入
を行う場合、現金を利用することに対する少なくとも１つの報酬とは異なる少なくとも１
つの報酬が、前記少なくとも１つのコンピュータによってクレジットされる〔１〕記載の
方法。
　〔６〕前記少なくとも１つのコンピュータが、少なくとも１つの配送エンティティに対
して、前記少なくとも１人の購入者の前記個人情報を購入情報と関連付ける情報を送る、
および／または、利用可能にすることと、
　前記少なくとも１つのコンピュータが、前記少なくとも１つの配送エンティティに対し
て、何らかの購入されたアイテムおよび／または関連文書を送る、および／または、利用
可能にするように、前記少なくとも１人の販売者に要求することと、
　前記購入情報を前記少なくとも１人の購入者の前記個人情報と照合して、何らかの購入
されたアイテムおよび／または関連文書を配送および／または利用可能にするために要求
される個人情報を取得することによって、前記少なくとも１人の購入者に対して、何らか
の購入されたアイテムおよび／または関連文書を配送および／または利用可能にするよう
に、前記少なくとも１つのコンピュータが前記少なくとも１つの配送エンティティに要求
することをさらに含む〔１〕記載の方法。
　〔７〕前記少なくとも１つの報酬は、前記少なくとも１つの購入に対するディスカウン
トである〔１〕記載の方法。
　〔８〕前記少なくとも１つのコンピュータが、前記少なくとも１つの購入の確認を受け
取ることと、
　前記少なくとも１つのコンピュータが、前記少なくとも１人の購入者に対して、前記確
認を転送および／または利用可能にすることをさらに含む〔１〕記載の方法。
　〔９〕前記少なくとも１人の購入者は、前記個人情報を提供するように前記少なくとも
１つのコンピュータによって一度だけ要求されるが、前記少なくとも１つのアカウント識
別子を複数回利用することが許容される〔１〕記載の方法。
　〔１０〕前記個人情報は、
　名前情報、
　アドレス情報、
　ｅメールアドレス情報、
　電話番号情報、または、
　金融情報、または、
　これらのものを任意に組み合わせたものを含む〔１〕記載の方法。
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　〔１１〕前記少なくとも１つのアカウント識別子に関係するパスワード情報を入力する
ように、前記少なくとも１人の購入者に要求することをさらに含む〔１〕記載の方法。
　〔１２〕少なくとも１つのネットワークを通して、少なくとも１人の購入者と少なくと
も１人の販売者との間の少なくとも１つの購入を促進させるコンピュータ化されたシステ
ムにおいて、
　前記少なくとも１人の購入者からの個人情報を表している信号を記憶することと、
　前記個人情報を利用して、少なくとも１つのアカウント識別子を前記少なくとも１人の
購入者に割り当てることと、
　前記少なくとも１人の販売者が前記少なくとも１人の購入者の前記個人情報を取得しな
いように、少なくとも１人の購入者が、前記少なくとも１人の販売者からの前記少なくと
も１つの購入に対して、前記少なくとも１つのネットワークを通して、前記少なくとも１
つのアカウント識別子を使用して、信号を用いる支払いを処理できるようにすることと、
　前記少なくとも１人の購入者が前記少なくとも１つのアカウント識別子を利用して前記
少なくとも１つの購入を行う場合、前記少なくとも１つのアカウント識別子を使用するこ
とに対する少なくとも１つの報酬を前記少なくとも１人の購入者にクレジットすることと
のために構成されている少なくとも１つのアプリケーションを備えている少なくとも１つ
のコンピュータを具備し、
　前記少なくとも１つのアカウント識別子は、前記少なくとも１人の購入者の前記個人情
報を含まないコンピュータ化されたシステム。
　〔１３〕前記少なくとも１つのアカウント識別子は、少なくとも１つの普通預金アカウ
ントおよび／または少なくとも１つの当座預金アカウントと関連付けられる〔１２〕記載
のシステム。
　〔１４〕前記少なくとも１つのアカウント識別子は、少なくとも１つのクレジットアカ
ウントに関連付けられる〔１２〕記載のシステム。
　〔１５〕前記少なくとも１つのクレジットアカウントは、少なくとも１つのラインオブ
クレジットおよび／または少なくとも１つのクレジットカードである〔１４〕記載のシス
テム。
　〔１６〕前記少なくとも１人の購入者がクレジットを利用して、前記少なくとも１つの
購入を行う場合に、現金を利用することに対する少なくとも１つの報酬とは異なる少なく
とも１つの報酬がクレジットされる〔１２〕記載のシステム。
　〔１７〕前記少なくとも１つのアプリケーションは、
　少なくとも１つの配送エンティティに対して、前記少なくとも１人の購入者の個人情報
を購入情報と関連付ける情報を送る、および／または、利用可能にすることと、
　前記少なくとも１つの配送エンティティに対して、何らかの購入されたアイテムおよび
／または関連文書を送る、および／または、利用可能にするように、前記少なくとも１人
の販売者に要求することと、
　前記購入情報を前記少なくとも１人の購入者の前記個人情報と照合して、何らかの購入
されたアイテムおよび／または関連文書を配送および／または利用可能にするために要求
される個人情報を取得することによって、前記少なくとも１人の購入者に対して、何らか
の購入されたアイテムおよび／または関連文書を配送および／または利用可能にするよう
に、前記少なくとも１つの配送エンティティに要求することとのために構成されている〔
１２〕記載のシステム。
　〔１８〕前記少なくとも１つの報酬は、前記購入に対するディスカウントである〔１２
〕記載のシステム。
　〔１９〕前記少なくとも１つのアプリケーションは、
　前記少なくとも１つの購入の確認を受け取ることと、
　前記少なくとも１人の購入者に対して、前記確認を転送および／または利用可能にする
ことのために構成されている〔１２〕記載のシステム。
　〔２０〕前記少なくとも１人の購入者は、前記個人情報を提供するように一度だけ要求
されるが、前記少なくとも１つのアカウント識別子を複数回利用することが許容される〔
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１２〕記載のシステム。
　〔２１〕前記個人情報は、
　名前情報、
　アドレス情報、
　ｅメールアドレス情報、
　電話番号情報、または、
　金融情報、または、
　これらのものを任意に組み合わせたものを含む〔１２〕記載のシステム。
　〔２２〕前記少なくとも１つのアプリケーションは、前記少なくとも１つのアカウント
識別子に関係するパスワード情報を入力するように、前記少なくとも１人の購入者に要求
することとのためにも構成されている〔１２〕記載のシステム。
　〔２３〕前記少なくとも１つのコンピュータは、前記少なくとも１つの購入に対して、
前記少なくとも１人の購入者が現金またはクレジットを使用することを選択することを可
能にすることをさらに含む〔１〕記載の方法。
　〔２４〕前記少なくとも１つのアプリケーションは、前記少なくとも１つの購入に対し
て、前記少なくとも１人の購入者が現金またはクレジットを選択することを可能にするこ
とのためにさらに構成されている〔１２〕記載のシステム。
　〔２５〕前記購入情報は、前記少なくとも１つのアカウント識別子を含む〔６〕記載の
方法。
　〔２６〕前記購入情報は、前記少なくとも１つのアカウント識別子を含む〔１７〕記載
のシステム。
　〔２７〕少なくとも１つの購入物および／または何らかの関連文書が、前記少なくとも
１人の販売者から前記少なくとも１人の購入者に対して直接的に利用可能にされる〔１〕
記載の方法。
　〔２８〕少なくとも１つの購入物および／または何らかの関連文書が、前記少なくとも
１人の販売者から前記少なくとも１人の購入者に対して直接的に利用可能にされる〔１２
〕記載のシステム。
　〔２９〕前記少なくとも１人の購入者は、前記少なくとも１人の販売者に個人情報を提
供することを選択することができる〔１〕記載の方法。
　〔３０〕前記少なくとも１人の購入者は、前記少なくとも１人の販売者に個人情報を提
供することを選択することができる〔１２〕記載のシステム。
　〔３１〕前記少なくとも１人の購入者は、前記少なくとも１つのアカウント識別子を使
用し、少なくとも第１の通信チャネルを用いて、前記少なくとも１人の販売者から前記少
なくとも１つの購入を行い、
　前記少なくとも１つの購入に対する少なくとも１人の購入者からの認証が、少なくとも
第２の通信チャネルを用いて要求される〔１〕記載の方法。
　〔３２〕前記少なくとも１つのアプリケーションは、
　少なくとも第１の通信チャネルを用いて、前記少なくとも１人の販売者から前記少なく
とも１つの購入を行うように、前記少なくとも１つのアカウント識別子を使用する前記少
なくとも１人の購入者に促すことと、
　少なくとも第２の通信チャネルを用いて、前記少なくとも１つの購入に対する前記少な
くとも１つの購入者からの認証を要求することとのためにも構成されている〔１２〕記載
のシステム。
　〔３３〕少なくとも１人の販売者のウェブサイト上の既存の支払い方法が、前記少なく
とも１つのアカウント識別子を受け入れるために使用される〔１〕記載の方法。
　〔３４〕少なくとも１人の販売者のウェブサイト上の既存の支払い方法が、前記少なく
とも１つのアカウント識別子を受け入れるために使用される〔１２〕記載のシステム。
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